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請
願
の
出
し
方�

〈
記
入
例
〉�

表
紙（
１
枚
目
）�

内
容（
２
枚
目
）�

歩
道
、
車
道
の
欠
陥
で�

市
民
の
苦
情
、
要
望�

（問）
　
先
の
議
会
で
も
取
り
上
げ
た
が
、

市
民
か
ら
の
苦
情
や
要
望
の
実
状
を

聞
き
た
い
。�

（答）
都
市
建
設
部
長
　
１８
年
度
は
１
年

間
に
３
６
２
件
、
こ
の
う
ち
３
１
６

件
は
処
理
で
き
た
。
未
処
理
は
一
定

の
安
全
性
が
保
た
れ
て
い
る
と
こ
ろ

の
他
、
大
規
模
な
補
修
が
必
要
な
と

こ
ろ
も
含
ま
れ
て
い
る
。
１９
年
の
４
、

５
月
で
は
歩
道
５
件
を
含
め
５９
件
。

２７
件
が
処
理
済
み
。�

（問）
　
き
よ
み
野
の
木
板
の
ス
ク
エ
ア
。

四
つ
角
は
傷
み
が
ひ
ど
い
。
本
格
改

修
は
で
き
な
い
か
。�

（答）
都
市
建
設
部
長
　
全
面
的
改
修
に

は
、
総
額
２
０
０
万
円
程
が
必
要
と

み
ら
れ
る
。
当
面
、（
市
職
員
の
工

事
隊
に
よ
る
）
応
急
処
置
で
対
応
し

た
い
。�

教
育
基
本
法
・
教
育
三
法�

改
悪
の
問
題
点��

竹
井
　

喜
美
富�

（問）
　
吉
川
市
の
保
育
料
は
国
基
準
に

合
わ
せ
て
７
階
層
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
で
は
３
歳
未
満
児
の
場
合
、
１

階
層
上
が
る
毎
に
月
約
１
万
円
も
引

き
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
越
谷
市
で

は
１６
階
層
で
引
き
上
げ
幅
を
約
２
０

０
０
円
か
ら
６
０
０
０
円
に
抑
え
て

お
り
、
階
層
を
増
や
し
、
あ
ま
り
差

が
で
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。�

（答）
市
長
　
吉
川
市
の
保
育
料
は
国
基

準
の
７０
％
以
下
で
あ
り
、
今
後
に
お

い
て
も
国
に
準
じ
て
７
階
層
で
実
施

し
て
い
く
。�

�

よ
り
よ
い�教

育
環
境
の
充
実
を�

（問）
　
①
栄
小
学
校
の
児
童
数
増
の
対

応
と
し
て
、
現
在
の
プ
レ
ハ
ブ
４
教

室
に
来
年
度
６
教
室
増
設
す
る
計
画

で
あ
る
。
今
で
も
校
庭
や
体
育
館
は

大
変
狭
い
。
学
校
開
設
時
の
国
基
準

と
の
比
較
は
。�

②
駅
南
開
発
に
伴
う
小
中
学
校
建
設

の
見
通
し
は
。�

③
第
一
給
食
セ
ン
タ
ー
老
朽
化
に
伴

う
建
替
え
計
画
の
状
況
と
学
校
給
食

の
基
本
的
考
え
方
を
問
う
。�

（答）
教
育
長
　
現
在
の
生
徒
数
は
１
１

０
２
名
で
、
校
舎
、
体
育
館
の
面
積

は
学
校
建
設
時
の
国
基
準
よ
り
低
い

が
、
教
育
環
境
が
低
下
し
な
い
よ
う

工
夫
し
て
い
く
。
プ
レ
ハ
ブ
で
の
余

裕
教
室
は
特
別
教
室
な
ど
に
使
用
、

体
育
は
沼
辺
公
園
を
使
用
す
る
な
ど

影
響
が
出
な
い
よ
う
す
す
め
た
い
。�

　
２
点
目
の
駅
南
・
武
蔵
野
操
車
場

跡
地
の
開
発
は
１
万
２
７
０
０
人
規

模
の
開
発
で
あ
る
が
、
現
在
は
極
端

な
生
徒
の
増
加
に
な
っ
て
い
な
い
。

事
業
が
完
成
す
る
平
成
２２
年
に
は
急

激
な
増
加
が
見
込
ま
れ
る
の
で
小
学

校
建
設
は
必
要
で
あ
る
。
平
成
２４
年

に
南
中
は
１
０
０
０
名
を
越
え
る
見

込
み
な
の
で
検
討
す
る
。�

　
３
点
目
の
学
校
給
食
は
、
食
文
化

や
マ
ナ
ー
を
身
に
つ
け
る
こ
と
な
ど

が
趣
旨
で
必
要
で
あ
る
。
９
月
に
学

校
給
食
運
営
委
員
会
に
諮
問
し
、
来

年
２
月
を
目
途
に
公
設
公
営
か
、
Ｐ

Ｆ
Ｉ
か
、
民
間
委
託
か
の
い
ず
れ
か

で
建
設
す
る
か
検
討
・
選
択
し
て
い

く
。�

遠
藤
　

義
法�

（問）
　
教
育
三
法
改
悪
は
①
教
育
に
「
愛

国
心
」
な
ど
の
徳
目
を
数
多
く
盛
り

こ
み
②
新
た
に
副
校
長
・
主
幹
教
諭

な
ど
を
置
き
「
上
意
下
達
」
の
管
理

体
制
を
強
化
す
る
。
③
文
部
科
学
省

が
教
育
委
員
会
に
「
指
示
」
や
「
提

言
」
を
要
求
す
る
な
ど
、
教
育
の
内

容
に
国
が
介
入
す
る
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
全
国
一
律
学
力
テ
ス
ト
で
の

学
校
選
別
は
子
ど
も
た
ち
の
心
を
大

き
く
傷
つ
け
る
。
い
ま
必
要
な
こ
と

は
、
教
育
の
自
主
性
を
守
り
子
ど
も

を
大
切
に
す
る
授
業
で
あ
る
。�

（答）
市
長
　
教
育
基
本
法
に
規
定
す
る
、

人
格
の
完
成
、
国
家
社
会
の
形
成
者

と
し
て
、
心
身
と
も
に
健
や
か
な
国

民
の
育
成
を
目
指
す
教
育
が
求
め
ら

れ
い
る
。�

�

憲
法
改
悪
に
反
対
し�

憲
法
を
生
か
す
行
政
運
営
を�

（問）
　
憲
法
改
悪
は
平
和
と
国
民
の
基

本
的
人
権
、
生
存
権
を
破
壊
し
、
地

方
自
治
権
も
破
壊
さ
れ
る
。
地
方
か

ら
憲
法
を
守
る
取
り
組
み
が
必
要
で

あ
る
。�

（答）
市
長
　
日
本
国
憲
法
は
国
民
主
権
・

平
和
主
義
・
基
本
的
人
権
の
三
大
原

理
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
三
原
則
は

今
後
も
守
る
べ
き
崇
高
な
も
の
で
あ

る
。�

�

テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
工
業
団
地�

開
発
の
問
題
点�

（問）
　
こ
の
事
業
は
、
同
団
地
内
の
企

業
が
２
ｈａ
を
先
行
取
得
し
た
「
田
」

を
含
め
、
２０�
ｈａ
を
市
が
買
収
し
て
、

市
施
行
の
区
画
整
理
事
業
で
整
備
し

て
、
団
地
内
の
企
業
に
限
定
販
売
す

る
も
の
で
あ
り
、
市
民
の
間
で
、「
不

公
正
」「
不
透
明
」
の
指
摘
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
手
法
で
の
事
業
は
中
止

し
て
、
住
工
混
在
の
解
消
に
も
役
立

つ
方
法
で
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。

市
長
の
見
解
を
お
聞
き
し
ま
す
。�

（答）
市
長
　
今
回
の
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
工

業
団
地
開
発
は
、
税
収
を
確
保
し
雇

用
を
拡
大
す
る
う
え
で
、
早
急
に
推

進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
で
あ

る
。
住
工
混
在
解
消
の
た
め
に
、
こ

の
ほ
か
に
新
た
な
工
業
団
地
確
保
の

検
討
を
進
め
て
い
る
。�

次
の
要
領
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い�

①
用
紙
は
Ａ
４
サ
イ
ズ
を
使
用
し
て

く
だ
さ
い
。�

②
住
所
、
氏
名
（
法
人
及
び
団
体
は

そ
の
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
、

代
表
者
の
氏
名
）、
電
話
番
号
、

提
出
年
月
日
を
記
載
し
、
必
ず
押

印
し
て
く
だ
さ
い
。�

※
署
名
運
動
に
よ
る
請
願
に
つ
い
て

は
、
住
所
、
氏
名
を
自
署
し
て
く

だ
さ
い
。�

③
記
入
例
に
従
い
、
件
名
は
端
的
に
、

要
旨
は
簡
潔
に
、
理
由
は
内
容
を

詳
し
く
ご
記
入
く
だ
さ
い
。�

④
表
紙
の
紹
介
議
員
２
名
の
署
名
、

ま
た
は
記
名
押
印
が
必
要
で
す
。�

⑤
請
願
事
項
が
複
数
の
場
合
、
１
件

に
つ
き
１
部
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。�

⑥
道
路
、
用
水
な
ど
は
正
式
名
称
を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。�

⑦
請
願
事
項
に
関
す
る
地
図
や
、
参

考
資
料
な
ど
が
あ
れ
ば
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。�

⑧
「
意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請
願
」

の
場
合
は
意
見
書
案
も
添
付
し
て

く
だ
さ
い
。�

⑨
招
集
日
の
７
日
前
ま
で
に
提
出
さ

れ
た
も
の
を
そ
の
議
会
で
審
査
し
、

そ
れ
以
後
の
も
の
は
次
の
議
会
で

審
査
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な

お
、
招
集
日
に
つ
い
て
は
議
会
事

務
局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。�

○○○○○○○に関する請願�
�
�
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�
�
�
�
�
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�
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�
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　　　　　　・・・・・・・・・・�
　　　　　　・・・・・・・・・・�
　　　　　　・・・・・・・・・・�
�
　地方自治法第１２４条の規定により
上記のとおり請願書を提出します�
�
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�
　　　　吉川市議会議長　様�

保
育
料
徴
収�

基
準
の
見
直
し
で�

子
育
て
支
援
を�

東埼玉テクノポリス�




